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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必要な通信パラメータを決定す
ること、
　前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続を確立す
ること、を備える方法において、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式であり、
　上述した前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続
を確立することは、
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
放送し、スレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づいて完全な通信パラメー
タを対応させてからページング応答を送信すること、
　マスタ機器が前記ページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立すること、を備えることを特徴とする無線通信方法。
【請求項２】
　前記通信パラメータは、マスタ機器又はスレーブ機器の固有情報に基づいて生成された
ものであり、前記固有情報が機器の記憶情報及び／又は機器生成情報を備えることを特徴
とする請求項１に記載の無線通信方法。
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【請求項３】
　上述したスレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づいて完全な通信パラメ
ータを対応させることは、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された前記一部の通信パラメータと
、第１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを
比較すること、
　両者が同様であると、スレーブ機器が、上述した第１通信方式によって決定された第２
通信方式の通信パラメータは完全な通信パラメータであると確定すること、を備えること
を特徴とする請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項４】
　前記第１通信方式は、１対１通信方式を備えることを特徴とする請求項１に記載の無線
通信方法。
【請求項５】
　前記１対１通信方式は、
　有線又は接触式通信、或いは
　無線又は非接触式通信、を備えることを特徴とする請求項４に記載の無線通信方法。
【請求項６】
　前記第２通信方式は、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
）通信方式を備えることを特徴とする請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項７】
　第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必要な通信パラメータを決定す
るためのパラメータ決定モジュールと、
　前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続を確立す
るための接続確立モジュールと、を備える装置において、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式であり、
　前記接続確立モジュールは、
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
放送するためのパラメータ放送手段と、
　マスタ機器がページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による接続
を確立するためのページング応答手段と、を備えることを特徴とする無線通信装置。
【請求項８】
　前記パラメータ決定モジュールは、
　機器の記憶情報及び／又は機器生成情報を備える機器の固有情報に基づいて、前記通信
パラメータを生成するためのパラメータ生成手段と、
　生成された前記通信パラメータを第１通信方式によって相手端末に伝送するためのパラ
メータ伝送手段と、を備えることを特徴とする請求項７に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記接続確立モジュールは、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された一部の通信パラメータと、第
１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを比較
するためのパラメータ対応手段と、
　比較結果が同様であると、スレーブ機器が、上述した第１通信方式によって決定された
第２通信方式の通信パラメータは完全な通信パラメータであると確定し、この完全な通信
パラメータでページング応答を出すためのページング応答手段と、を備えることを特徴と
する請求項７又は８に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか１項に記載の無線通信装置を備えることを特徴とするスマート
カード。
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【請求項１１】
　請求項７～９のいずれか１項に記載の無線通信装置を備えることを特徴とする端末。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のスマートカードと、請求項１１に記載の端末とを備えることを特徴
とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信分野に関し、特に無線通信方法、無線通信装置及びその応用システム
と機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の多くの機器では、無線通信を確立する前に、ユーザによる暗号などの通信パラメ
ータの手入力が必要である。ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標））通信を例として、一つのブルートゥース（登録商標）機器がマスタモードでページ
ングする際には、まず、相手のブルートゥース（登録商標）アドレス、ペアリングコード
などのペアリングパラメータ情報を知っている必要がある。二つのブルートゥース（登録
商標）機器がペアリングされなければ、物理層の接続関係を確立して、次の認証接続と動
作を行うことができない。一般的に、ブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータ
については、ユーザによってペアリングコードが想定され、これをマスタ機器とスレーブ
機器に手入力するか、マスタ機器により自動的に生じられたものを出力（例えば表示）し
、さらにユーザによってスレーブ機器に手入力するか、ということである。マスタ機器が
ペアリングコードを生成する方式としては、ア、固定のＰＩＮコード（例えば００００や
１２３４など）をペアリングコードとして使用する；イ、当時のブルートゥース（登録商
標）クロック、アドレスコード、乱数などの情報に基づいて、特定のアルゴリズムにより
ペアリングコードを生成する；ウ、アルゴリズムのキーをペアリングコードとして使用す
る、ことに過ぎない。どの方式でも、ユーザが通信パラメータを記憶し、相応する機器に
手入力する必要がある一方で、ユーザによって想定された通信パラメータもマスタ機器に
より生成された通信パラメータも、安全性の点で十分ではない。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明は、従来の機器の間で無線通信接続を確立することが便利ではなく、安全性が高
くないという問題が解決できる無線通信方法、無線通信装置及びその応用システムと機器
を提供することを期待している。
　本発明の実施形態に係る技術方案は、以下のように実施されるものである。
　本発明の実施形態は、第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必要な通
信パラメータを決定すること、
　前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続を確立す
ること、を備える方法において、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式である、無線通信方法を提供する。
【０００４】
　前記方案において、前記通信パラメータは、マスタ機器又はスレーブ機器の固有情報に
基づいて生成されたものであり、前記固有情報が機器の記憶情報及び／又は機器生成情報
を備える。
【０００５】
　前記方案において、上述した前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２
通信方式による接続を確立することは、
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
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放送し、スレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づいて完全な通信パラメー
タを対応させてからページング応答を送信すること、
　マスタ機器が前記ページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立すること、を備える。
【０００６】
　前記方案において、上述したスレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づい
て完全な通信パラメータを対応させることは、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された前記一部の通信パラメータと
、第１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを
比較すること、
　両者が同様であると、スレーブ機器が、上述した第１通信方式によって決定された第２
通信方式の通信パラメータは完全な通信パラメータであると確定すること、を備える。
【０００７】
　前記方案において、前記第１通信方式は、１対１通信方式を備える。
【０００８】
　前記方案において、前記１対１通信方式は、
　有線又は接触式通信、或いは
　無線又は非接触式通信、を備えること。
【０００９】
　前記方案において、前記第２通信方式は、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標））通信方式を備える。
【００１０】
　本発明の実施形態は、更に、第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必
要な通信パラメータを決定するためのパラメータ決定モジュールと、
　前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続を確立す
るための接続確立モジュールと、を備える装置において、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式である、無線通信装置を提供する。
【００１１】
　前記方案において、前記パラメータ決定モジュールは、
　機器の記憶情報及び／又は機器生成情報を備える機器の固有情報に基づいて、前記通信
パラメータを生成するためのパラメータ生成手段と、
　生成された前記通信パラメータを第１通信方式によって相手端末に伝送するためのパラ
メータ伝送手段と、を備える。
【００１２】
　前記方案において、前記接続確立モジュールは、
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
放送するためのパラメータ放送手段と、
　マスタ機器が前記ページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立するためのページング応答手段と、を備える。
【００１３】
　前記方案において、前記接続確立モジュールは、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された一部の通信パラメータと、第
１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを比較
するためのパラメータ対応手段と、
　比較結果が同様であると、スレーブ機器が、上述した第１通信方式によって決定された
第２通信方式の通信パラメータは完全な通信パラメータであると確定し、この完全な通信
パラメータでページング応答を出すためのページング応答手段と、を備える。
【００１４】
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　本発明の実施形態は、更に、前記無線通信装置のいずれかを備えるスマートカードを提
供する。
【００１５】
　本発明の実施形態は、更に、前記無線通信装置のいずれかを備える端末を提供する。
【００１６】
　本発明の実施形態は、更に、前記スマートカードと前記端末とを備える通信システムを
提供する。
【００１７】
　本発明に係る技術方案の有利な効果は、通信両方の一方によって第２通信方式に必要な
通信パラメータが生成され、且つ、もう一つの通信方式である第１通信方式によってこの
通信パラメータ又はこの通信パラメータの生成根拠とする情報を無線通信装置に伝送する
ことで、ユーザによって第２通信方式に必要な通信パラメータを手入力することを避ける
こと；それに、通信パラメータの生成根拠とする情報は機器の固有情報であり、一般的に
、その他の情報より機器の固有情報に重複していることがある確率は低く、このような情
報に基づいて生成された通信パラメータは重複し難いので、確立された接続の唯一性を確
保でき、無線通信接続の安全性を向上できること、にある。
　更に、第１通信方式は、点接触型接触通信や、低周波の磁気誘導通信のような１対１通
信方式であることで、伝送された通信パラメータ又はこの通信パラメータの生成根拠とす
る情報がその他の機器に取られないことを確保でき、無線通信接続の安全性を一層向上で
きる。　
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信方法を実施するプロセスの模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る無線通信装置の組成構造の模式図である。
【図３】本発明の実施形態に係るスマートカードの組成構造の模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る他の無線通信装置の組成構造の模式図である。
【図５】本発明の実施形態に係る端末における無線通信装置の組成構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態と技術方案をより明確的に説明するために、添付図面及び実施
形態を結合させて本発明の技術方案についてより詳細に説明するが、説明した実施形態は
本発明の実施形態の一部であり、全部の実施形態ではないことが明らかである。本発明の
実施形態に基づいて、当業者が創造性労働を経ることがないという前提でなし得るその他
の技術方案のすべては、本発明で保護しようとする範囲に属するものである。
【００２０】
　本発明の実施形態では、ブルートゥース（登録商標）機器とは、ブルートゥース（登録
商標）通信プロトコルを支持する通信機器を意味している。応用される場所によって、ブ
ルートゥース（登録商標）機器としては、ブルートゥース（登録商標）通信プロトコル以
外に、その他の通信プロトコルを支持するものであってもよく、例えば、ブルートゥース
（登録商標）通信プロトコルを支持する携帯電話、ブルートゥース（登録商標）通信モジ
ュールと点接触型接触通信モジュールが集積されたスマートカードなとの機器がある。こ
のようなブルートゥース（登録商標）機器にとって、互いにブルートゥース（登録商標）
接続だけでなく、その他の通信接続も確立できる。
　本発明の実施形態では、スマートカードは、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ、加入者識別モジュール）カードやＳＤカード（Ｓｅｃｕｒｅ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ、セキュアデジタルメモリーカード)などであ
ってもよく、携帯機器は、スマートバンド、スマートウォッチなどであってもよい。また
、ＳＩＭカードは、標準ＳＩＭカード、ＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ、汎用加入者識別モジュール）カード、ＵＩＭ
（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ　Ｍｏｄｕｌｅ、ユーザ識別モジュール）カード、Ｍｉｃ
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ｒｏＳＩＭカード、ＮａｎｏＳＩＭカードなどの種々形態とサイズである通信カードであ
ってもよい。ＳＤカードは、標準ＳＤカード、ｍｉｎｉＳＤカードなどの種々形態とサイ
ズであるセキュアデータカードであってもよい。
　本発明の実施形態では、端末は、携帯電話、タブレットパソコン、ノート型パソコン又
は卓上コンピュータであってもよい。
　本発明の実施形態では、「マスタ機器」とは、通信接続を開始するものであり、「スレ
ーブ機器」とは、通信接続に応答するものであり、例えば、ブルートゥース（登録商標）
通信において、マスタモードでページングするブルートゥース（登録商標）機器はマスタ
機器であり、ページング応答するブルートゥース（登録商標）機器はスレーブ機器である
。
【００２１】
　図１は本発明の実施形態に係る無線通信方法を実施するプロセスの模式図であり、図１
に示すように、この方法は、
　第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必要な通信パラメータを決定す
るステップ１０１を備える；
　ここで、前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通
信方式であり、ブルートゥース（登録商標）通信、ＷＩＦＩ通信又はその他のＲＦ通信中
の一種又は多種を含むが、これに限定されるものではない；第２通信方式はブルートゥー
ス（登録商標）通信を含むと、通信パラメータが、このブルートゥース（登録商標）通信
を確立するために必要なブルートゥース（登録商標）ペアリングコードであってもよい；
第２通信方式はＷＩＦＩ通信を含むと、通信パラメータが、このＷＩＦＩ通信を確立する
ために必要なＷＩＦＩコードであってもよい；第２通信方式はその他のＲＦ通信を含むと
、通信パラメータが、このＲＦ通信を確立するために必要なＲＦパラメータ（暗号を含む
が、これに限定されるものではない）であってもよい；
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式であり、前記第１通信方式は１対１
通信方式を備えることが好ましい。１対１の通信方式を採用して第２通信方式の通信パラ
メータのネゴシエーションと伝送を行うことで、伝送された情報がその他の機器に取られ
るのを避けることができ、ステップ１０２にいて第２通信方式の安全接続を一層確保でき
る。
　更に、前記１対１通信方式は、
　有線又は接触式通信、或いは
　無線又は非接触式通信、を備える。
　その中には、前記有線又は接触式通信は、ＩＳＯ７８１６、ＳＰＩ、ＵＡＲＴ、ＵＳＢ
などの通信インタフェース方式を含むが、これに限定されるものではない；前記無線又は
非接触式通信は、近距離無線通信（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
、ＮＦＣ）、範囲規制通信（Ｒａｎｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ、ＲＣＣ）又は低周波の磁気誘導通信などの近距離通信方式を含むが、これに限定
されるものではない；また、前記第２通信方式はブルートゥース（登録商標）通信方式で
あると、前記第１通信方式はブルートゥース（登録商標）通信方式ではないことになる。
【００２２】
　ユーザが通信を確立する度に通信パラメータを手入力する面倒を避けるために、本発明
において第２通信方式の通信パラメータはマスタ機器又はスレーブ機器の固有情報に基づ
いて生成され得るものであることが好ましい。ここで、マスタ機器とは、マスタモードで
ページングするものであることに対応して、スレーブ機器とは、ページング応答するもの
である。例えば、ブルートゥース（登録商標）携帯電話がブルートゥース（登録商標）ス
マートカードへページングし、更にブルートゥース（登録商標）接続を確立する過程にお
いて、ブルートゥース（登録商標）携帯電話はマスタ機器であることに対応して、ブルー
トゥース（登録商標）スマートカードはスレーブ機器である。
　更に、マスタ機器であってもスレーブ機器であっても、機器の固有情報は、機器の記憶
情報及び／又は機器生成情報を備え、その中には、
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　機器の記憶情報としては、機器の固有標識情報、例えば、ＳＩＭカードのＩＭＳＩ（Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、
国際移動体加入者識別番号）、携帯機器のＩＭＥＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、国際携帯機器識別番号）などであっ
てもよい；機器に記憶されている外部から入力された情報、例えば、予めユーザによって
セットされた暗号などであってもよい；
　機器生成情報としては、機器により生成された乱数の全部又は一部であってもよく、機
器により生成された乱数は、機器のハードウェアモジュールにより生成された真性乱数及
び／又は機器のソフトウェアモジュールにより生成された疑似乱数を備え、その中には、
機器のハードウェアモジュールにより生成された真性乱数は、機器のセキュリティチップ
により生成された真性乱数を備えるが、これに限定されるものではない；
　通信パラメータを生成させる場合、根拠とする機器の固有情報としては、両者の一つで
あってもよく、両者を結合させたものであってもよい；最後に生成された通信パラメータ
は、機器の固有情報自体そのままであってもよく、機器の固有情報を変えたもの、つまり
、設定されたアルゴリズムに基づいて生成された通信パラメータであってもよいが、例え
ば、ＳＩＭカードのＩＭＳＩを、設定された暗号化アルゴリズムによって暗号化した後、
暗号化された情報を第２通信方式の通信パラメータとしてもよい。これに対応して、通信
両方が、第１通信方式によって直接的に通信パラメータ自体を伝送してもよいが、通信パ
ラメータの生成根拠（即ち、根拠とする機器の固有情報）だけを伝送し、更に、通信両方
が、同じアルゴリズムに基づいて同じ通信パラメータを生成するように決定するとともに
、通信両方が通信パラメータ、及び通信パラメータと通信パラメータの生成根拠との対応
関係を記憶してもよい。
【００２３】
　どの機器の固有情報に基づいて通信パラメータを生成することに関わらず、第１通信方
式によって少なくとも通信パラメータの生成根拠（即ち、根拠とする機器の固有情報）を
一方から他方まで伝送すれば、両方にとって、第２通信方式による接続を確立するための
基礎が得られることになる。
【００２４】
　第１実施形態
　第１実施形態では、ブルートゥース（登録商標）携帯電話とブルートゥース（登録商標
）ＳＩＭカードとの接続を確立する前に、ブルートゥース（登録商標）ＳＩＭカードが固
有のＩＭＳＩをブルートゥース（登録商標）ペアリングコードとして確定し、ブルートゥ
ース（登録商標）ＳＩＭカードが、ＩＳＯ７８１６インタフェースを介して固有のＩＭＳ
Ｉをブルートゥース（登録商標）携帯電話に送信し、ブルートゥース（登録商標）携帯電
話が、ＩＳＯ７８１６インタフェースを介してこのＩＭＳＩを受信し、ブルートゥース（
登録商標）接続のペアリングコードとして記憶する。ＳＩＭカードのＩＭＳＩは唯一性が
あるものであるので、ＳＩＭカードのＩＭＳＩに基づいて生成したブルートゥース（登録
商標）ペアリングコードも唯一性があるものとなって、安全性がより高く、ブルートゥー
ス（登録商標）ペアリングパラメータを生じる方案として望ましい。
【００２５】
　第２実施形態
　しかし、「ＩＭＳＩ読取」というコマンドを支持しないブルートゥース（登録商標）携
帯電話があり、つまり、スマートカードの固有情報に基づいてブルートゥース（登録商標
）ペアリングコードを生成しても、ブルートゥース（登録商標）携帯電話は、ＩＳＯ７８
１６インタフェースを介してこのブルートゥース（登録商標）ペアリングコードを取得す
ることができないと考えられ、第２実施形態はこういう状況に属するものである。このた
め、第２実施形態では、ブルートゥース（登録商標）携帯電話が固有のＩＭＥＩに基づい
てブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータを生成し、更にブルートゥース（登
録商標）携帯電話が設定されたコマンドを送信し、ＩＳＯ７８１６インタフェースを介し
てブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータをブルートゥース（登録商標）ＳＩ
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Ｍカードに通知することになる。
　具体的には、ブルートゥース（登録商標）携帯電話が、前記通信パラメータが設定され
たフォーマットで呼び出し番号に組み入れる；ダイヤルコマンドを転用して、前記呼び出
し番号をブルートゥース（登録商標）ＳＩＭカードに伝送する。ここで、設定された符号
化フォーマットは、行動端末が支持するその他の＃＊......＃コマンドにおける文字列フ
ォーマットと異なるものであるはずで、＊、＃などの文字を含んではならない。一つの実
施形態では、設定された呼び出し番号は１８桁で、文字「０」を分離文字として、具体的
な符号化フォーマットは表１に示すとおりである。

　通信パラメータを呼び出し番号に組み入れた後、ブルートゥース（登録商標）携帯電話
が、ダイヤルコマンドを転用し、この特別なフォーマットである呼び出し番号をダイヤル
することができ、実際の応用において、ブルートゥース（登録商標）携帯電話固有のダイ
ヤル機能モジュールを転用し、且つ呼び出し番号をパラメータとしてこの機能モジュール
へ伝送すればよい。
　これに対応して、ブルートゥース（登録商標）ＳＩＭカードは、７８１６通路を介して
ダイヤルコマンドを捕獲して、呼び出し番号を取得することができる；次に、ブルートゥ
ース（登録商標）ＳＩＭカードは、この呼び出し番号が設定された符号化フォーマットを
満たすかどうか、例えば、表１に示すフォーマットを満たすかどうかを判断できる；取得
された符号化フォーマットが要求を満たすと、ブルートゥース（登録商標）ＳＩＭカード
は、この呼び出し番号からブルートゥース（登録商標）接続の確立に必要なブルートゥー
ス（登録商標）ペアリングコードを解析することができ、且つ、ブルートゥース（登録商
標）ＳＩＭカードが実にこの番号をダイヤルすることはない。
【００２６】
　以上の通り、本発明の方案において、通信パラメータがマスタ機器の固有情報に基づい
て生成されたものであるか、スレーブ機器の固有情報に基づいて生成されたものであるか
ということには制限は存在せず、本方案に係る機器を応用する具体的な状況に応じて定め
ることができるが、第２通信方式の通信パラメータの生成根拠である機器の固有情報が、
第２通信方式と異なる第１通信方式によって、通信両方の間で伝送され得ることを確保す
ればよい。
　第２通信方式の通信パラメータは機器の固有情報に基づいて生成されたものであること
で、第２通信方式を確立する度にユーザによる手入力する動作を省いて、ユーザエクスペ
リエンスを向上できる；更に、第２通信方式の通信パラメータは機器の固有標識情報に基
づいて生成されたものであることで、機器の標識情報としての重複率が低く、安全性が高
いという利点を利用して、通信パラメータの安全性を強め、更に第２通信方式による接続
の安全性を向上できる。
　通信両方が第２通信方式の通信パラメータの生成根拠である機器の固有情報を取得した
後、直接的に機器の固有情報を第２通信方式の通信パラメータとするように決定してもよ
いが、両方が、同じアルゴリズムにより機器の固有情報に基づいて同じ通信パラメータを
生成するように決定してもよい。
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【００２７】
　ステップ１０２では、前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方
式による接続を確立する；
　具体的には、マスタ機器がスレーブ機器との間で第２通信方式に必要な通信パラメータ
を決定すると、この通信パラメータを用いて、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立することができる。
　スレーブ機器が固有情報に基づいて通信パラメータを生成する場合、スレーブ機器が、
第１通信方式によって通信パラメータを伝送しており、相手端末が、第１通信方式によっ
て通信パラメータを受信し、又は、第１通信方式によって受信されたスレーブ機器の固有
情報に基づいて通信パラメータを生成した後、スレーブ機器へ第２通信方式による接続の
確立請求を送信し、この請求は、その受信又は生成された通信パラメータを持っているも
のであり、スレーブ機器により受信された後、ステップ１０１でそれ自体により生成され
た通信パラメータとを比較し、合致であれば、接続を確立することになり、合致でなけれ
ば、接続することを断る。
　マスタ機器が固有情報に基づいて通信パラメータを生成する場合、ステップ１０１では
、マスタ機器が第１通信方式によって固有情報及び／又は通信パラメータを伝送したら、
相手端末によって受信されたかどうかに関わらず、マスタ機器が第２通信方式による接続
の確立請求を送信し、この請求は、ステップ１０１で生成された通信パラメータを持って
いるものであり、相手端末が、この請求が持っている通信パラメータと、第１通信方式に
よって受信された通信パラメータ、又は第１通信方式によって受信されたマスタ機器の固
有情報に基づいて生成された通信パラメータとを比較し、合致であれば、接続を確立する
ことになり、合致でなければ、接続することを断る。
　もちろん、第２通信方式による接続の確立過程は以上の二種類に限らない。
　特に、第２通信方式はブルートゥース（登録商標）通信である場合、従来のブルートゥ
ース（登録商標）通信方式において、マスタ機器がページ走査物理チャンネル（ｐａｇｅ
　ｓｃａｎ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）でペアリングパラメータを放送してお
り、悪意の第三者が存在すると、この悪意の第三者は、マスタ機器によるブルートゥース
（登録商標）放送情報を走査（ｓｃａｎ）してペアリングパラメータを盗み取ることがで
き、その結果、スレーブ機器と偽ってマスタ機器と物理チャンネルを確立することができ
、つまり、安全ではない悪意のブルートゥース（登録商標）接続が生じることになる。こ
のような状況について、本発明は、更に、以下の方案を提供する。
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
放送し、スレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づいて完全な通信パラメー
タを対応させてからページング応答を送信する；
　マスタ機器が前記ページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立する。
　その中には、上述したスレーブ機器が受信された一部の通信パラメータに基づいて完全
な通信パラメータを対応させることは、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された前記一部の通信パラメータと
、第１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを
比較すること、
　両者が同様であると、上述した第１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パ
ラメータは完全な通信パラメータであると確定すること、を備える。
　具体的には、悪意の第三者が第２通信方式の放送情報を盗み取ってから、放送情報によ
って伝達された通信パラメータを用いて不法な第２通信方式による接続を確立することを
防止するために、第３実施形態では、マスタ機器が、第２通信方式の放送情報において、
全部の通信パラメータではなく、通信パラメータの特定部分だけを放送することになる；
このように、悪意の第三者が第２通信方式の放送情報を盗み取っても、通信パラメータの
一部だけが得られ、悪意の第三者にとって、不完全な通信パラメータを用いてスレーブ機
器と偽ってマスタ機器へページング応答を送信することができない；一方、スレーブ機器
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が放送情報における一部の通信パラメータを受信すると、前記一部の通信パラメータに基
づいてステップ１０１で確定された通信パラメータを対応させることができ、つまり、受
信された一部の通信パラメータと、ステップ１０１で確定された通信パラメータにおける
対応部分とを比較し、同様であれば、スレーブ機器が、ステップ１０１で得た完全な通信
パラメータに基づいてマスタ機器へページング応答を送信することができる。
【００２８】
　第３実施形態
　マスタ機器は、スマートカードであり、スレーブ機器は、スマートフォンであり、第２
通信方式は、ブルートゥース（登録商標）通信方式であり、ステップ１０１で確定された
ブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータは、スマートカードの標識情報自体で
あるが、前記スマートカードの標識情報はＩＭＳＩを含むものである。つまり、スマート
カードのＩＭＳＩをブルートゥース（登録商標）通信のペアリングパラメータとする。
　ＩＭＳＩは１５桁の１０進数で構成され、３桁の国番号（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒ
ｙ　Ｃｏｄｅ、ＭＣＣ）、２桁の事業者コード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄ
ｅ、ＭＮＣ）と１０桁の加入者識別番号（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ、ＭＳＩＮ）との三つの部分からなるものである
。同じの公共陸モバイルネットワーク（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ、ＰＬＭＮ）でのスマートカードのＩＭＳＩについて、ＭＣＣとＭＮＣとは同じ
ものであるので、ＭＳＩＮ情報はスマートカードを標識するもので一番である。
　スマートカードがマスタ機器としてブルートゥース（登録商標）通信のページ走査物理
チャンネル（ｐａｇｅ　ｓｃａｎ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）でペアリングパ
ラメータを放送する場合、ＭＳＩＮに関わる情報であるブルートゥース（登録商標）通信
のペアリングパラメータの一部だけを放送する。
　スマートカードは、ページ走査物理チャンネルでＭＳＩＮの先頭の６桁だけを放送する
ことが好ましい。一般的に、ＭＳＩＮにおけるＭ０Ｍ１Ｍ２Ｍ３と、携帯電話登録番号（
ｍｏｂｉｌｅ　ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　ｎｕｍｂｅｒ、ＭＤＮ）におけるＨ０Ｈ１Ｈ２Ｈ３
とは、対応関係があることができ、ＡＢＣＤの４桁は、自由に分配される。このため、実
際の状況において、ＭＳＩＮの先頭の６桁だけでは、一つのスマートカードを標識するこ
とができ、後の４桁は、スマートフォンとスマートカードとの間の認証コードとして使用
できる。
　これに対応して、スレーブ機器（スマートフォン）が放送情報における一部の通信パラ
メータを受信したら、受信された一部の通信パラメータ(例えば、ＭＳＩＮの先頭の６桁)
と、自体で記憶されているペアリングパラメータ（例えば、スマートカードのＩＭＳＩ）
における対応部分（例えば、ＩＭＳＩの６－１１桁目）とを比較し、同様であれば、スレ
ーブ機器は、自体で記憶されているペアリングパラメータが、放送情報を出す発呼者との
間での完全なペアリングパラメータであることが確定でき、その結果、完全なペアリング
パラメータに基づいてマスタ機器へページング応答を送信することになる。
　より具体的には、第１通信方式は、ＩＳＯ７８１６通信方式であり、第２通信方式は、
ブルートゥース（登録商標）通信方式であり、マスタ機器は、ＳＩＭカードであり、スレ
ーブ機器は、携帯電話であり、マスタ機器とスレーブ機器はいずれも同時にＩＳＯ７８１
６インタフェースとブルートゥース（登録商標）通信モジュールとを有し、しかも、ＳＩ
ＭカードのＩＭＳＩを両方がブルートゥース（登録商標）通信接続を確立するためのペア
リングパラメータとするように規定すると、上述した無線通信方法の具体的な実施過程は
、
　１．携帯電話端末が、７８１６通信インタフェースを介してカード端末の７８１６通信
インタフェースと７８１６通信接続を確立すること；
　２．カード端末が、乱数及び／又はＳＩＭカードのＩＭＳＩ標識などの必要な情報を備
える、ブルートゥース（登録商標）接続の確立に必要なペアリングパラメータを生成する
こと；
　３．必要があれば、携帯電話端末が特定の７８１６コマンドを出し、ＳＩＭカードから
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ブルートゥース（登録商標）接続の確立に必要なペアリングパラメータを取得すること、
特に、携帯電話が、ＩＭＳＩを取得する７８１６コマンドを出すこと；
　４．カード端末が、ブルートゥース（登録商標）通信モジュールを介してペアリングパ
ラメータの一部の数値を送信すること、特に、カード端末が、ブルートゥース（登録商標
）通信モジュールを介してＩＭＳＩにおけるＭＳＩＮ部分の先頭の６桁（ＥＦ＋Ｍ０Ｍ１
Ｍ２Ｍ３）を送信すること；
　５．携帯電話端末が、ブルートゥース（登録商標）通信モジュールを介して前記ペアリ
ングパラメータの一部の数値を受信したら、ステップ３で取得されたペアリングパラメー
タにおける対応部分とを比較し、同様であれば、携帯電話端末が、完全なペアリングパラ
メータに基づいてブルートゥース（登録商標）通信モジュールを介してページング応答を
すること、特に、携帯電話端末が、受信されたＩＭＳＩにおけるＭＳＩＮの先頭の６桁と
７８１６コマンドにより取得されたＩＭＳＩにおける対応部分とを比較し、同様であれば
、完全なＩＭＳＩに基づいてペアリングパラメータとしてページング応答をすること；
　６．両方が次の接続の認証過程を始めること；になる。
　上述した実施形態で提供される無線通信方法を使用して、第１通信方式によって第２通
信方式の通信パラメータを決定しており、悪意の第三者が正確な通信パラメータを取得す
ることを防止するように、マスタ機器の第２通信方式の放送情報において、通信パラメー
タの一部だけを放送することで、効果的に悪意の接続の確立を避けることができる。特に
、ブルートゥース（登録商標）通信接続において、マスタ機器を一部の通信パラメータだ
けを放送させ、完全なペアリングパラメータがその他の通信接続によってスレーブ機器に
伝達されることで、悪意の第三者がブルートゥース（登録商標）放送チャネルを走査する
ことにより完全なペアリングパラメータを取得することが避けられ、安全ではない悪意の
ブルートゥース（登録商標）接続の確立が防止された。
【００２９】
　上述した実施形態に係るマスタ機器、スレーブ機器は、ブルートゥース（登録商標）Ｓ
ＩＭカードとブルートゥース（登録商標）携帯電話を例とするが、本発明の方案はこの二
つの機器に限られるものではなく、通信接続を確立する両方が二つ以上の異なる通信方式
があればよい。マスタ機器、スレーブ機器は、いずれかの態様のスマートカード又は端末
であってもよい。
【００３０】
　更に、実際の応用において、通信両方が以上の過程によって第２通信方式による接続を
確立し、この接続が確立されると、通信両方が第２通信方式によってデータを伝送するこ
とができる。
　更に、通信両方が第２通信方式によってデータを伝送する過程において、データ伝送の
安全性を更に保障するために、データを暗号化することができ、通信両方が対称キーを用
いてデータを暗号化・復号化することが好ましく、より好ましくは、ステップ１０１で両
方によって伝送された機器の固有情報に基づいてキーを生成し、又は、一方が固有情報に
基づいてキーを生成してから、直接的に第１通信方式によってキーを相手端末に伝送して
もよく、こうして相手端末がキーを受信すると直接的に使用することができる。
【００３１】
　図２は、本発明の実施形態に係る無線通信装置の組成構造の模式図であり、図２に示す
ように、この無線通信装置は、
　第１通信方式によって相手端末との間で第２通信方式に必要な通信パラメータを決定す
るためのパラメータ決定モジュール２０１と、
　前記通信パラメータを用いて、相手端末との間で前記第２通信方式による接続を確立す
るための接続確立モジュール２０２と、を備え、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる通信方式である。
【００３２】
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　上述した無線通信装置において、前記パラメータ決定モジュール２０１は、
　機器の記憶情報及び／又は機器生成情報を備える機器の固有情報に基づいて、前記通信
パラメータを生成するためのパラメータ生成手段と、
　生成された前記通信パラメータを第１通信方式によって相手端末に伝送するためのパラ
メータ伝送手段と、を備える。
　ここで、前記パラメータ決定モジュール２０１は、マスタ機器に位置してもスレーブ機
器に位置してもよいが、このパラメータ決定モジュール２０１がマスタ機器に位置してい
るかスレーブ機器に位置しているかに関わらず、それに対応する相手端末機器は、必ず前
記通信パラメータを受信及び保存するパラメータ確定モジュールを備える。
【００３３】
　上述した無線通信装置において、前記接続確立モジュール２０２は、
　マスタ機器が第２通信方式の放送情報によって前記通信パラメータにおける設定部分を
放送するためのパラメータ放送手段と、
　マスタ機器が前記ページング応答を受信し、スレーブ機器との間で第２通信方式による
接続を確立するための応答受信手段と、を備える。
　このような接続確立モジュール２０２はマスタ機器における上述した無線通信装置に位
置することが明らかである。
【００３４】
　上述した無線通信装置がスレーブ機器に位置する場合、前記接続確立モジュール２０２
は、
　スレーブ機器が、第２通信方式の放送によって受信された一部の通信パラメータと、第
１通信方式によって決定された第２通信方式の通信パラメータにおける対応部分とを比較
するためのパラメータ対応手段と、
　比較結果が同様であると、スレーブ機器が、上述した第１通信方式によって決定された
第２通信方式の通信パラメータは完全な通信パラメータであると確定し、この完全な通信
パラメータでページング応答を出すためのページング応答手段と、を備えることが明らか
である。
【００３５】
　本発明は、更に、上述した無線通信装置のいずれかを備えるスマートカードを提供する
。
　一つの実施形態では、図３に示すように、スマートカード３は、国際移動体加入者識別
番号をスマートカード記憶情報として記憶するための情報記憶モジュール３１と；真性乱
数及び／又は疑似乱数をスマートカード生成情報として生成するための情報生成モジュー
ル３２と；情報記憶モジュール３１におけるスマートカード記憶情報及び／又は情報生成
モジュール３２により生成されたスマートカード生成情報を備える固有情報に基づいて、
通信パラメータを生成するための第１パラメータ生成モジュール３３と；第１通信方式に
よってこの固有情報及び／又は第１パラメータ生成モジュール３３により生成された通信
パラメータを伝送するための第１通信モジュール３４と；第１パラメータ生成モジュール
３３により生成された通信パラメータにより、第１通信モジュール３４で伝送された固有
情報又は通信パラメータを受信した相手端末との間で第２通信方式による接続を確立し、
かつ第１通信モジュール３４と異なる第２通信モジュール３５と、を備える。
　これに対応して、図４に示すように、スマートカード３と通信接続を確立する無線通信
装置４は、第１通信方式によってスマートカードから送信されたスマートカードの固有情
報（スマートカード記憶情報及び／又はスマートカード生成情報を備える固有情報）及び
／又はこの固有情報に基づいてスマートカードにより生成された通信パラメータを受信す
るための第３通信モジュール４１と；第３通信モジュールで受信されたこの固有情報に基
づいて通信パラメータを生成するための第２パラメータ生成モジュール４２と；この通信
パラメータにより、このスマートカードとの間で、第１通信方式と異なる無線通信方式で
ある第２通信方式による接続を確立するための第４通信モジュール４３と、を備える。
　ある実施形態では、第３通信モジュール４１がスマートカードから受信した情報には通
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信パラメータを有すれば、第２パラメータ生成モジュール４２を省略してもよい。
　ある実施形態では、第３通信モジュール４１は、１対１通信のモジュールを備えるもの
である。第３通信モジュール４１は、点接触型接触通信モジュール又は低周波の磁気誘導
通信モジュールのいずれかを備えることが好ましい。点接触型接触通信モジュールは、７
８１６インタフェースを備えるが、これに限定されるものではない。
　ある実施形態では、第４通信モジュール４３は、ブルートゥース（登録商標）通信モジ
ュール、ＷＩＦＩ通信モジュール又はその他のＲＦ通信モジュール中の一種又は多種を備
えるものである。
　ある実施形態では、無線通信装置４は、第４通信モジュール４３を介してスマートカー
ドとの間でデータを伝送する過程において、データ伝送の安全性を更に保障するために、
データを暗号化することができ、無線通信装置４は、第２暗号化・復号化モジュールを更
に備えることが好ましく、この第２暗号化・復号化モジュールは対称キーを用いてデータ
を暗号化・復号化することがより好ましく、この第２暗号化・復号化モジュールは、上述
したスマートカードの固有情報に基づいてキーを生成することが更に好ましく、ある実施
形態では、第３通信モジュール４１は、また、直接的にスマートカードからこのキーを取
得するためのものであり、無線通信装置４がキーを取得すると、直接的に使用することが
でき、キーの生成ステップを省略することとなる。
　特に、このスマートカードは、ＩＳＯ７８１６インタフェースとブルートゥース（登録
商標）通信モジュールとを備え、本発明で提供された無線通信方法を実施するためのもの
である。
【００３６】
　本発明は、更に、上述した無線通信装置のいずれかを備える端末を提供する。
　一つの実施形態では、図５に示すように、この端末における無線通信装置は、
　第２通信方式の確立に必要な通信パラメータを確定するための通信パラメータ確定モジ
ュール３０１と、
　設定されたコマンドを送信して、第１通信方式によって前記通信パラメータをスマート
カードに伝送するための通信パラメータ伝送モジュール３０２と、
　前記通信パラメータを用いて、前記通信パラメータを受信したスマートカードとの間で
第２通信方式による接続を確立するための無線通信確立モジュール３０３と、を備え、
　前記第２通信方式は接続を確立するために通信パラメータを必要とする無線通信方式で
あり、
　前記第１通信方式は第２通信方式と異なる１対１通信方式である。
　更に、上述した無線通信装置において、前記通信パラメータ伝送モジュールは、
　前記通信パラメータを設定されたフォーマットで呼び出し番号に組み入れるための符号
化手段と、
　ダイヤルコマンドを転用して、前記呼び出し番号をスマートカードに伝送するためのダ
イヤル手段と、を備える。
　特に、この端末は、ＩＳＯ７８１６インタフェースとブルートゥース（登録商標）通信
モジュールとを備え、本発明で提供された無線通信方法を実施するためのものである。
【００３７】
　本発明は、更に、上述したいずれかのスマートカードと端末を備える通信システムを提
供する。
　特に、この通信システムにおけるスマートカードと端末はいずれもＩＳＯ７８１６イン
タフェースとブルートゥース（登録商標）通信モジュールとを有し、ＩＳＯ７８１６通信
方式によってブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータを決定してブルートゥー
ス（登録商標）接続を確立することができる；好ましくは、このシステムは、スマートカ
ードや端末の固有情報に基づいてブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータを生
成できるものである；より好ましくは、このシステムは、スマートカードや端末の機器標
識情報に基づいてブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータを生成できるもので
ある。尚、このシステムがブルートゥース（登録商標）接続を確立する場合、マスタ機器
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が、ブルートゥース（登録商標）ペアリングパラメータにおける設定部分だけを放送する
ことができ、スレーブ機器が、受信された一部のブルートゥース（登録商標）ペアリング
パラメータに基づいて、ＩＳＯ７８１６インタフェースに介して決定された完全な通信パ
ラメータを対応させて、また、スレーブ機器により完全なブルートゥース（登録商標）ペ
アリングパラメータに基づいてページング応答を送信し、より安全なブルートゥース（登
録商標）接続を確立する。
【００３８】
　本発明の実施形態に係る通信システムにおけるモジュールの各々は、対応して上述した
通信方法の実施形態で説明したステップを実行するので、同等の有利な効果を有するもの
である。また、以上に説明した通信システムの実施態様は、概略的なものだけであり、説
明したモジュールの分画は、論理機能の分画だけであるが、実際の実施には、その他の分
画方式であってもよいことを理解すべきである。また、モジュールの間でのカップリング
又は通信接続は、あるインタフェースを介するものであってもよく、電気的或いはその他
の態様のものであってもよい。
　通信システムの構成部分として、上述した機能モジュールの各々は、物理的なブロック
であってもではなくてもよく、一つの場所に位置しても複数のネットワークユニットに分
布してもよく、ハードウェアの態様で実施されてもソフトウェア機能ブロックの態様で実
施されてもよい。実際の要求に応じて、その一部又は全部のモジュールを選択して本発明
の方案の目的を実現することができる。
【００３９】
　本発明の実施形態は、方法、システム、又はコンピュータプログラム製品として提供可
能であることは、当業者にとって明らかである。従って、本発明は、ハードウェア実施形
態、ソフトウェア実施形態、又はソフトウェアとハードウェアの両方を組み合わせた実施
形態の態様をとり得る。更に、本発明は、一つ或いは複数のコンピュータ使用可能なプロ
グラムコードを有するコンピュータ使用可能な記憶媒体（ディスク記憶體と光学記憶體等
を含むが、それらに限らない）において実施されるコンピュータプログラム製品の態様を
とり得る。
　本発明の実施形態による方法、機器（システム）及びコンピュータプログラム製品のフ
ローチャート及び／又はブロック図を参照して、本発明を説明した。フローチャート及び
／又はブロック図における各フロー及び／又はブロック、及びフローチャート及び／又は
ブロック図におけるフロー及び／又はブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム
コマンドによって実施可能であることを理解すべきである。これらのコンピュータプログ
ラムコマンドは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組込み式処理装置、又はその他
のプログラム可能なデータ処理機器のプロセッサに提供されマシンを形成し、こうして、
コンピュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理機器のプロセッサを介して実行さ
れるコマンドにより、フローチャートにおける一つ又は複数のフロー及び／又はブロック
図における一つ又は複数のブロックで指定された機能を実現するための装置が構築される
ようにする。
　これらのコンピュータプログラムコマンドを、コンピュータ又はその他のプログラム可
能なデータ処理装置を特定方式で動作させるコンピュータ読取可能記憶體に記憶すること
もでき、こうして、このコンピュータ読取可能記憶體に記憶されたコマンドにより、フロ
ーチャートにおける一つ或いは複数のフロー及び／又はブロック図における一つ或いは複
数のブロックで指定された機能を実現するコマンド装置を含む製品が構築されるようにす
る。
　これらのコンピュータプログラムコマンドを、コンピュータ又はその他のプログラム可
能なデータ処理機器にロードすることもでき、こうして、コンピュータ又はその他のプロ
グラム可能な機器において一連の動作ステップが実行されることにより、コンピュータに
より実施されたプロセスが構築され、コンピュータ又はその他のプログラム可能な機器に
おいて実行されるコマンドが、フローチャートにおける一つ或いは複数のフロー及び／又
はブロック図における一つ或いは複数のブロックで指定された機能を実現するためのステ
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ップを提供するようにする。
【００４０】
　再び説明するが、上述したものは、本発明の実施形態だけであるが、これで本発明の特
許請求の範囲を限定することではなく、本発明の明細書と添付図面の内容による同じ効果
を持つ構造や同じ効果を持つプロセスの変換、例えば、各実施形態の間での技術特徴の結
合、或いはその他の関連の技術分野に直接的又は間接的に適用することは同様の理由で、
何れも本発明の特許で保護しようとする範囲に含めるものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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